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ゴミの不法投棄はやめましょう！

国道の敷地内に、ゴミの不法投棄が見受けられます。
ゴミの不法投棄は犯罪で、罰せられる場合があります。
道路を利用する方、周辺にお住まいの方にもご迷惑がかかりますので、

ゴミは持ち帰り適法な処分をするようお願いします。

《廃棄物の処理及び清掃に関する法律》（抜粋）
第四章 雑則
（投棄禁止）
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又

はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
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